
 

入札説明書 

 

 福岡県が発注する福岡県工業技術センター機械電子研究所庁用自動車運行管理業務委

託に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。 

 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合におい

て、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることがで

きる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。 

 

１ 公告日 令和８年２月２５日（水） 

 

２ 競争入札に付する事項 

(1) 委託業務の名称 

  福岡県工業技術センター機械電子研究所庁用自動車運行管理業務委託 

(2) 委託業務履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(3) 委託業務履行場所 

   出発地 福岡県工業技術センター機械電子研究所 

 北九州市八幡西区則松三丁目６番１号 

   用務先 福岡県工業技術センター機械電子研究所長が指示する場所 

 

３ 業務の仕様等 

(1)  業務の仕様については、別紙「福岡県工業技術センター機械電子研究所庁用

自動車運行管理業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

(2)  本契約は単価契約とし、委託料の請求方法及び支払については別紙「福岡県工

業技術センター機械電子研究所庁用自動車運行管理業務委託契約書（案）」（以

下「契約書」という。）第 12 条のとおり 

 

４ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第 1

項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

  「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約

の一般入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第

２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格名簿（物品）登載者） 

 

５ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参

加資格をいう。以下同じ。） 

  令和８年３月１０日（火）現在において、次の条件を満たすこと。 

(1) ４の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０５ 

（運送）又は１３－１１（その他）で、「ＡＡ」または「Ａ」の等級に格付けさ 

れている者。 

(2) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有し、取引希望地区が全県又は北九州地区 

であること。 

(3) 当該委託に係る打合せ及び連絡等について速やかに対応可能であること。 

(4) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ 

れていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始 

 の申立てがなされていない者。 

(6) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日 



 

１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」とい

う。）期間中でない者。 

  なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定

の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。 

また、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失

うものとし、契約を締結しない。 

 

６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  福岡県工業技術センター機械電子研究所 

  〒８０７－０８３１ 福岡県北九州市八幡西区則松三丁目６番１号 

  電話番号 ０９３－６９１－０２６０ 

      

７ 入札参加申込み 

 (1) 提出書類 

   入札参加申請書（様式１） 

  (2) 提出場所 

   ６に同じ 

 (3) 提出期限 

   令和８年２月２５日（水）から令和８年３月１０日（火）までの毎日（ただし、

福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日

（以下「県の休日」という。）を除く。）、午前１０時から午後４時まで 

(4) 提出方法 

   書類を直接持参又は郵送（書留郵便に限る。期限内に必着のこと。）のうえ提出

すること。ただし、県の休日には受領しない。） 

(5) その他 

  ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。 

イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

  ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。 

  エ 提出書類は、返却しない。 

 

８ 入札参加確認通知 

  入札参加の可否は、令和８年３月１２日（木）までに書面にて通知する。 

 

９ 仕様等に関する質問及び回答 

 (1) 質問書の受付 

   仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。 

   なお、書面は受付場所への持参、郵送により提出すること。 

  ア 場所 

    ６に同じ 

  イ 期間 

    令和８年２月２６日（木）から令和８年３月１３日（金）までの毎日（ただし 

県の休日を除く。）、午前１０時から午後４時まで 

 (2) 質問書に対する回答 

   質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 場所 

    ６に同じ 

  イ 期間 

    令和８年３月１６日（月）から令和８年３月２３日（月）までの毎日（ただし、

県の休日を除く。）、午前１０時から午後４時まで 



 

 

10 入札 

 (1) 日時 

   令和８年３月２３日（月）午後１時３０分 

 (2) 場所 

   福岡県工業技術センター機械電子研究所 第２会議室 

(3) 入札の方法 

  ア 入札書（別紙様式）は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するもの

とし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 

    入札書は封筒に入れ密封し、かつ封皮に法人名、「委託業務名 入札書在中」

と朱書きし持参すること。 

イ 代理人が入札に参加するときは、委任状（別紙様式）を提出し、入札書には、

会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること（押印不要） 

 (4) 入札書に記載する金額 

 落札決定にあたっては、入札書に記載された各単価に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、小数点第

２位以下を切捨て小数点第 1 位までとする）をもって落札価格とするので、入札参

加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 (5) その他 

  ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分

について二重線で訂正すること。（入札書に押印がある場合は、当該訂正部分に

押印が必要。）ただし、金額の訂正は無効となる。 

  イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができな

い。 

  ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行す

ることができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめ

ることができる。 

 

11 開札 

(1) 開札は、入札終了後直ちに１０の（2）の場所において行う。 

(2) 開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条 

  の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。 

なお、再度の入札を行う場合において、１４に規定する無効入札をした者は、こ 

れに加わることはできない。 

(3) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な最低価格 

の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。 

 

12 入札保証金 

 (1) 入札保証金の納付 

   各見積単価（入札書記載価格の１００分の１１０に相当する額。端数は小数点第

２位以下切捨て。以下同じ）に年間勤務予定日数（時間外勤務は年間時間外勤務見

込み時間数）を乗じて得た額の合計金額について、１００分の５以上の入札保証金

を入札の際に、納付すること。 

年間勤務予定日数及び年間時間外勤務見込み時間数は別紙仕様書６(2)･(3)によ

る。 

(2) 入札保証金の免除 

    次の場合は入札保証金の納付が免除される。 

  ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（(1)で得た合計金額の１００分の５以



 

上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするも

の。）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に、地方公共団

体又は国（独立行政法人等を含む。）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を

２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を

提出する場合。 

  イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、(1)で得た合計金額の２割に相当す

る金額より高い金額の契約とする。 

 

13  契約保証金 

(1) 契約保証金の納付 

   契約単価（入札書記載価格の１００分の１１０に相当する額。端数は小数点第２

位以下切捨て。以下同じ）に年間勤務予定日数（時間外勤務は年間時間外勤務見込

み時間数）を乗じて得た額の合計金額について、１００分の１０以上の契約保証金

を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 

年間勤務予定日数及び年間時間外勤務見込み時間数は別紙仕様書６(2)･(3)によ

る。 

(2)  契約保証金の免除 

  ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（(1)で得た合計金額の１００分の１０

以上の保険金額とし、契約締結の日から令和９年３月３１日までを保険期間とす

るもの）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に、地方公共

団体又は国（独立行政法人等を含む。）との種類及び規模をほぼ同じくする契約

を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）

を提出する場合。 

  イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、(1)で得た合計金額の２割に相当す

る金額より高い金額の契約とする。 

    

14 入札の無効 

  次の入札は無効とする。 

 (1) 金額の記載がない入札。または、入札金額を訂正した入札 

 (2) 法令又は入札に関する条例に違反している入札 

 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 

 (4) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札 

(5) 所定の場所及び日時に到達しない入札 

 (6) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 

 (7) 入札保証金が１２の（1）に規定する金額に達しない入札 

 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札 

 

15 落札者の決定方法 

(1) 各見積単価（入札書記載価格の１００分の１１０に相当する額。端数は小数点

第２位以下切捨て。）が予定価格の範囲内であり、かつ各見積単価に年間勤務

予定日数（時間外勤務は年間時間外勤務見込み時間数）を乗じて得た額の合計

金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

年間勤務予定日数及び年間時間外勤務見込み時間数は別紙仕様書６(2)･(3)によ

る。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に 

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう  

ちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員に 



 

くじを引せるものとする。 

 

16 契約書作成の要否 

  要（別紙様式） 

 

17 人権尊重の取組 

入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しな

いよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

 

18 その他 

(1) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報その他県 

の情報（公知の事実を除く）を漏らしてはならない。 

(2) 契約時の提出書類等は次のとおり 

  ア 運行管理委託業務責任者等の通知 

  イ 課税・免税事業者届（落札後直ちに提出） 

  ウ 誓約書 

  エ 業務履行証明書又は履行保証保険証券（契約保証金納付等が免除される場合） 

  オ その他契約書等に規定する書類 

(3) 契約後における仕様変更の可能性 

契約期間中に、仕様変更が生じる可能性もあるため、留意すること（その場合は

変更契約などにより対応する。） 

 


